








資料2－3  

献血血液の確保と献血構造改革  

○ 我が国の献血制度は、昭和39年の閣議決定により始まり、国民の理解と   

協力を得て着実に発展し、昭和49年には輸血用血液製剤の献血による国内   
自給の達成、平成6年には血液凝固因子製剤の国内自給の達成などの成果を   

上げてきたが、まだ一部の血祭分画製剤については国内自給が達成されてい   

ない現状にある。  

このような状況のもと、平成15年7月に施行された「安全な血液製剤の   

安定供給の確保等に関する法律」第3条の基本理念等を踏まえ、血液製剤に   
ついて、平成20年を目途に国内自給の達成を目指すこととなっている。   

○ 一方、近年、献血者が減少傾向にあり、特に若年層の献血者の減少が著し   

い（参考1）。また、少子高齢化に伴う献血人口の減少と輸血を必要とする高   

齢者人口の割合の増加により、2025年には輸血用血液の使用量の63％   

しか献血で賄うことができなくなるとする推計がある。   

○ こうした中、平成16年度においては、秋の台風や春先の花粉症等が原因   
で献血者が大幅に減少した。加えて、本年2月に、国内初の「変異型クロイ   

ツフェルト・ヤコブ病（vcJD）【注】」の患者が確認され、この患者が過   

去に英国等に滞在した際の食事が感染源として有力視されたことから、輸血   

によるvCJDの感染を防ぐため、本年6月1日より、当面暫定的に、19   

80年から1996年の間に英国に1日以上滞在したことがある方の献血を   

制限することとした。   

○ このため、血液製剤の安定供給に支障が生じることが懸念されたことから、   

厚生労働省では4月1日に大臣を本部長とした「献血推進本部」を設置し（参   

考2）、大臣より緊急アピール（参考3）を発するとともに、さまざまな方法   

で献血の呼びかけを実施した（参考4）。この結果、現時点では当初予定して   

いた水準を大きく上回る在庫を確保している（参考5）。   

○ しかしながら、これらの呼びかけによっても若年層献血者は必ずしも十分   

に増加していない。よって、今後、少子高齢化や新たな献血制限等による献   

血者の減少が見込まれるなか、医療機関に対して、将来にわたって安定的に   

血液製剤を提供する体制を維持し、国内自給を達成していくため、献血の在   

り方を抜本的に見直す「献血構造改革」（参考6）を推進することとしている。   

【注：変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）とは】  

抑うつ、不安などの精神症状に始まり、発症から数年で死亡する難病。原   
因は、感染性を有する異常プリオン蛋白と考えられており、感染経路として   

牛海綿状脳症（BSE）の牛の経口摂取やvcJD患者血液の輸血等が考え   
られている。   





献血推進本部設置要綱  

1．目 的   

血液製剤による変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）の伝播防止のための   

献血制限において、 国民の医療に必要な血液製剤の供給に支障を来さないよう、関係部   

局の協力の下、献血の確保、血液製剤の適正使用等の対策の一層の推進を図る。  

2．構 成  

本部長 厚生労働大臣  

副本部長 本部長が指名する副大臣  

本部長が指名する政務官  

本部員 事務次官  

厚生労働審議官  

官房長  

総括審議官  

技術総括審議官  

医政局長  

健康局長  

医薬食品局長  

労働基準局長  

職業能力開発局長  

その他本部長が指名する者  

3．庶 務   

本部の庶務は、医薬食品局血液対策課において処理する。  

4．補 足   

本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。  

5．設置日   

平成17年4月1日（金）  
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厚生労働大臣緊急アピール   

今般、我が国で初めて変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vcJD）  

の患者が発生し、過去に英国等への滞在歴があったことから、輸血等に  

使用する血液製剤の安全性に万全を期すため、当面暫定的に、過去に英  

国に滞在したことがある方の献血をご遠慮いただくこととしました。   

年々献血者が減少している中で、今回英国滞在者への献血制限を行う  

ことにより、献血者が更に減少し、このままでは血液が足りず、国民の  

命を救うことができないという危機的な状況となることが予想されてい  

ます。   

しかし、「血液」は、わたしたちにとってなくてはならないものであ  

り、事故や手術などで血液を必要とする方への供給が滞ることは、絶対  

にあってはなりません。   

「一人でも多くの方々が献血に参加するようお願いします。」   

献血、これは、思い立ったらすぐにできるすばらしいことです。みん  

なで声を掛け合いましょう。一人ひとりのやさしい気持ちが集まって、  

血液を必要としている人の笑顔に出会えるように。   

私は、国民の方々の命を守るため、先頭に立って、献血の推進と血液  

の適正使用に全力で取り組みます。多くの皆様のご協力、ご支援を心か  

らお願いいたします。  

平成17年4月8日  

厚生労働大臣   

序よをえ   
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献血推進本部における呼びかけの状況について（10月時点）  

1 献血の呼びかけの方策に関する主なスケジュール  

（1）御叶ナ（4月8日）  
（2）厚生労働大臣による街頭での献血の呼びかけ（4月9別  

（3）都道府県等献血推進担当課長会議（4月11日）  

（4）全国血液センター所長会議（4月14日）  

（5）厚生労働大臣及び著名人等lこよる街頭での献血の呼びかけ  

（10月22日）  

2 若年者・集団献血  

（1）厚生労働省内の献血推進（4月18日、19日）  

（2）厚生労働大臣からの全国学生献血推進実行委員会への呼びかけ  

（6月5日）  

（3）日本経団連理事会での企業献血の協力要請（4月19日）  

（4）その他  

①学校等への献血推進について文部科学省への協力要請（7月8日）  

②中央官庁（内閣府、総務省、文部科学省等）における献血推進  

協力依頼（4月20日）  

3 適正使用の推進  

（1）学会・医師会等への適正使用の協力要請（適正使用に係る各種指  

針等の周知徹底、学会等における普及活動）（4月13日、21日）  

（2）地域における適正使用の推進策に係る通知（都道府県あて）  

（6月6日）  

（3）血液製剤の使用指針等の改定（9月6日）  

4 供給状況の把握   

在庫の危険水準設定と危険情報の提供方法、不足地域に対する融通等  

の対応方針について、厚生労働省、日本赤十字社の危機管理対応を作成・  

運用  
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献血構造改革の重点事項について  

1献血構造改革の方向  

（1）血液の消費に占める高齢者の割合が今後増大することから、供給において若年者層が安定   

的に需要を持続的に支えていく持続可能な血液の需給体制を構築していくこと。  

（2）需給の安定及び安全性の向上の観点から、複数回の献血者を確保していく需給体制を構築   

していくこと。  

2 構造改革の目標   

献血について、単に広く呼びかけるだけではなく、目標を定めて組織的な献血傲割本制に切り  

替えていく（5年程度の達成目標L   

（1）若年層の献血者数の増加  

・10代、20代を献血者全体の40％まで上昇させる。（現状35％）   

（2）安定的な集団献血の確保  

・集団献血等に協力する企業数を倍増する。（現状23，890社）   

（3）複数回献血者の増加  

・複数回献血者を献血者全体の35％まで上昇させる。（現状27％）  

3 若年層の献血者対策   

従来からのライオンズクラブ等の献血ボランティアのご協力に加え、組織的に若年者の献血体  

験の促進及び献血インセンティブの向上を目指す。   

（1）全国の若年者献血ボランティア組織、青少年のボランティア組織等との組織的な連携を  

構築し、献血の推進及び将来の献血者に対する普及啓発を積極的に行う。   

（2）若年者に受け入れられる献血キャラクターの開発及び媒体を活用した普及を図る。   

（3）若年者の献血体験の推進  

4 企業献血及び企業との連携  

企業献血の推進を図る。  

（1）献血協賛企業の検討  

（2）企業の集団献血の推進  

5 複数回献血対策  

複数回献血者の組織化及びサービス向上を図る。  

（1）登録献血者の血液不足時の組織的呼びかけ体制の構築  

（2）複数回献血者用手帳の作成等  

（3）複数回献血者向け健康管理に係る付加価値情報の提供  

（4）献血後健康被害に対する補償の周知・広報  

6 キャンペーン等   

血液の不足する秋口、年末から新年、新旧年度の変わり目等に定期的な献血推進キャンペーン  

を実施〕  
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